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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係

る
帳
簿
を
、
次
の
と
お
り
当
該
固
定
資
産
の
所
在
す
る
区
を
所
管
す

る
都
税
事
務
所
に
お
い
て
納
税
者
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
に
供
す
る
帳
簿
の
名
称

㈠

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

㈡

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

二

縦
覧
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日

曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

三

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

縦
覧
場
所

東
京
都
千
代
田
都
税
事
務
所

千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
一
番

十
二
号

同

中
央
都
税
事
務
所

中
央
区
新
富
二
丁
目
六
番
一
号

同

港
都
税
事
務
所

港
区
麻
布
台
三
丁
目
五
番
六
号

同

新
宿
都
税
事
務
所

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
八

号

同

文
京
都
税
事
務
所

文
京
区
春
日
一
丁
目
十
六
番
二

十
一
号

同

台
東
都
税
事
務
所

台
東
区
雷
門
一
丁
目
六
番
一
号

同

墨
田
都
税
事
務
所

墨
田
区
業
平
一
丁
目
七
番
四
号

同

江
東
都
税
事
務
所

江
東
区
大
島
三
丁
目
一
番
三
号

同

品
川
都
税
事
務
所

品
川
区
広
町
二
丁
目
一
番
三
十

六
号

同

目
黒
都
税
事
務
所

目
黒
区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番

十
五
号

同

大
田
都
税
事
務
所

大
田
区
新
蒲
田
一
丁
目
十
八
番

二
十
二
号

同

世
田
谷
都
税
事
務
所

世
田
谷
区
若
林
四
丁
目
二
十
二

番
十
三
号

同

渋
谷
都
税
事
務
所

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目
三
番

十
五
号

同

中
野
都
税
事
務
所

中
野
区
中
野
四
丁
目
六
番
十
五

号

同

杉
並
都
税
事
務
所

杉
並
区
成
田
東
五
丁
目
三
十
九

番
十
一
号

同

豊
島
都
税
事
務
所

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
十
七
番

一
号

同

北
都
税
事
務
所

北
区
中
十
条
一
丁
目
七
番
八
号

同

荒
川
都
税
事
務
所

荒
川
区
西
日
暮
里
二
丁
目
二
十

五
番
一－

六
〇
一
号

同

板
橋
都
税
事
務
所

板
橋
区
大
山
東
町
四
十
四
番
八

号

同

練
馬
都
税
事
務
所

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目
十
三
番

十
号
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同

足
立
都
税
事
務
所

足
立
区
西
新
井
栄
町
二
丁
目
八

番
十
五
号

同

葛
飾
都
税
事
務
所

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一

号

同

江
戸
川
都
税
事
務
所

江
戸
川
区
中
央
四
丁
目
二
十
四

番
十
九
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
一
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
に
震
災
時
に
発
生

す
る
火
災
等
に
よ
る
危
険
性
が
高
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

区
市

指
定
す
る
区
域

中
野
区

中
野
区
沼
袋
一
丁
目
、
沼
袋
二
丁
目
、
沼
袋
三
丁
目
、

沼
袋
四
丁
目
、
上
高
田
一
丁
目
、
上
高
田
三
丁
目
、
若

宮
一
丁
目
、
若
宮
二
丁
目
、
若
宮
三
丁
目
、
中
野
一
丁

目
、
中
央
四
丁
目
、
本
町
二
丁
目
、
本
町
四
丁
目
及
び

本
町
六
丁
目
各
地
内

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
九
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
梅
丘

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物



（第18017号）東 京 都 公 報令和6年3月8日（金曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
西
五
反

田
七
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
羽
村
市
栄
町
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
国
立

二

変
更
の
区
間

日
野
市
大
字
日
野
千
九
十
六
番
四
地
内
か
ら
立

川
市
錦
町
五
丁
目
三
百
三
十
四
番
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

則
（
公
）

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延

滞
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
８
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処

分
並
び
に
延
滞
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延

滞
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１８年

５
月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
９
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
う
る
う
年
の

日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
３６５日

当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

第
１０条

第
１
項
中
「
警
察
行
政
職
員
」
を
「
警
察
職
員
（
以
下

「
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
６
号
（
裏
）
中
「
滞
納
処
分
に
よ
る
徴
収
日
」
を

「
納
付
の
日
」
に
、
「
応
じ
て
」
を
「
応
じ
、
当
該
放
置
違
反
金
の

金
額
に
つ
き
、
」
に
改
め
、
「
、
当
該
放
置
違
反
金
に
」
を
削
り
、

「
そ
の
後
の
期
間
は
、
」
を
「
そ
の
後
の
期
間
は
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
一
号

東
京
海
区
に
お
け
る
う
み
が
め
の
採
捕
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
採
捕
の
制
限
）

一

東
京
海
区
（
東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
う
み

が
め
科
の
あ
か
う
み
が
め
（
卵
を
含
む
。
）
及
び
た
い
ま
い
（
卵

を
含
む
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
う
み
が
め
」
と
い
う
。
）
を
採

捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
採
捕
の
承
認
）

二

う
み
が
め
の
採
捕
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
委
員

会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
と
な
る
者

承
認
の
対
象
と
な
る
者
は
、
採
捕
の
目
的
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

試
験
又
は
研
究
の
用
に
供
す
る
者

イ

増
殖
の
用
に
供
す
る
者

ウ

委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

㈡

雌
が
め
の
採
捕
禁
止

㈠
ウ
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
雌
が
め
は
採

捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈢

承
認
書
の
携
帯

う
み
が
め
の
採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
際
、
委

員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

採
捕
報
告
書
の
提
出
義
務

う
み
が
め
の
採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
終
了
後
三

十
日
以
内
に
、
採
捕
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈤

承
認
の
取
消
し

委
員
会
は
、
資
源
保
護
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

㈥

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限

る
。
）
に
お
け
る
浮
き
は
え
縄
漁
業
（
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

の
大
島
、
利
島
、
新
島
（
鵜
渡
根
島
及
び
地
内
島
を
含
む
。
）
、

式
根
島
、
神
津
島
（
恩
馳
島
及
び
銭
洲
を
含
む
。
）
、
三
宅
島
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（
大
野
原
島
を
含
む
。
）
、
御
蔵
島
（
藺
灘
波
島
を
含
む
。
）
、

八
丈
島
（
八
丈
小
島
を
含
む
。
）
、
青
ケ
島
、
ベ
ヨ
ネ
ー
ス
列

岩
、
須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
孀
婦
岩
の
各
最
大
高
潮
時
海
岸
線

か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
並
び
に
大
室
出
し
、
高
瀬
、
ひ
ょ
う

た
ん
瀬
、
渡
り
瀬
、
黒
瀬
及
び
新
黒
瀬
（
中
ノ
黒
瀬
を
含

む
。
）
に
お
け
る
操
業

㈡

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ
の
漁
業
を
操

業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
者

ア

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前

年
度
に
こ
の
漁
業
の
承
認
（
六
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
）
を
受
け
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

イ

前
年
度
に
承
認
を
受
け
操
業
し
た
も
の
の
、
水
揚
げ
し
た

実
績
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る

漁
業
協
同
組
合
及
び
住
所
の
所
在
地
の
都
県
の
水
産
主
務
課

長
に
よ
り
、
承
認
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
漁
業

秩
序
の
遵
守
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
意
見
書

を
提
出
し
、
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

ウ

委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

エ

試
験
研
究
機
関

㈡

承
認
隻
数

ア

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
二
十
ト

ン
未
満
の
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度
は
九
十
五
隻
以
内
と
し
、

都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

二
十
二
隻

静
岡
県

九
隻

千
葉
県

五
十
隻

宮
城
県

二
隻

和
歌
山
県

四
隻

高
知
県

三
隻

イ

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶

の
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
隻
以
内
と
し
、
県
別
の
隻
数
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

神
奈
川
県

一
隻

千
葉
県

二
隻

㈢

承
認
を
し
な
い
場
合

ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

同
一
の
漁
業
者
が
二
隻
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
申
請
を
し

た
場
合

エ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

オ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
操
業
方
法
等
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
の
操
業
方
法
等
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

㈠

操
業
の
際
、
既
に
投
縄
し
て
あ
る
漁
具
又
は
投
縄
し
よ
う
と

す
る
船
舶
か
ら
少
な
く
と
も
一
海
里
以
上
の
間
隔
を
と
る
こ
と
。

㈡

突
棒
漁
業
、
ひ
き
縄
漁
業
、
底
魚
一
本
釣
漁
業
及
び
流
し
刺

し
網
漁
業
が
操
業
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
操
業
を
妨
げ
て

は
な
ら
な
い
。

㈢

夜
間
に
操
業
す
る
場
合
は
、
漁
具
の
両
端
と
中
央
部
に
鮮
明

な
浮
標
灯
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

漁
具
に
は
少
な
く
と
も
二
箇
所
以
上
、
船
名
を
明
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈤

新
黒
瀬
漁
場
の
北
端
か
ら
南
の
八
丈
島
周
辺
海
域
で
一
度
に

操
業
で
き
る
船
舶
は
、
千
葉
県
所
属
船
に
あ
っ
て
は
二
十
隻
以

内
、
そ
の
他
の
県
の
所
属
船
に
あ
っ
て
は
五
隻
以
内
と
し
、
輪

番
操
業
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

㈥

八
丈
島
周
辺
海
域
で
輪
番
操
業
す
る
船
舶
は
、
五
に
定
め
る

操
業
旗
章
の
ほ
か
に
委
員
会
が
別
に
定
め
る
輪
番
旗
を
掲
揚
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈦

八
丈
島
周
辺
海
域
で
操
業
し
よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
あ
ら
か

じ
め
八
丈
島
漁
業
無
線
局
（
一
ワ
ッ
ト
二
十
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

を
通
じ
て
地
元
漁
協
と
連
絡
を
と
り
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
に
努
め

る
こ
と
。

（
操
業
協
定
等
）

四

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
秩
序
の
維
持
、
漁
具

被
害
の
防
止
等
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、

当
該
漁
業
者
（
漁
業
協
同
組
合
等
を
含
む
。
）
と
の
間
又
は
他
の

競
合
す
る
漁
業
者
（
漁
業
協
同
組
合
等
を
含
む
。
）
と
の
間
で
、

操
業
協
定
等
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
協
定
等

を
締
結
し
な
く
て
も
漁
業
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
等
、
特
に
委
員
会

が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

㈠

漁
業
者
間
で
定
め
ら
れ
た
操
業
ル
ー
ル
の
遵
守
に
努
め
る
ほ

か
、
適
宜
漁
業
者
間
に
よ
る
協
議
を
行
い
、
操
業
秩
序
の
維
持

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈡

操
業
海
域
に
お
い
て
、
他
種
漁
業
と
の
間
で
漁
場
競
合
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ

て
相
手
方
と
連
絡
を
取
る
等
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
つ
い
て
、
誠
意
あ
る
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈢

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
に
よ
る
沿
岸
く
ろ
ま

ぐ
ろ
漁
業
を
営
む
場
合
、
資
源
の
保
護
培
養
、
漁
業
秩
序
維
持
等
の
た
め
、
住
所
の
所
在
地
の
都

県
に
配
分
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
、
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
内
あ
る
い
は
漁
業
者
間
で
締
結
し
た

協
定
等
の
取
決
め
事
項
等
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

五

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承

認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

六

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て
い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

七

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
委
員
会

が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る
場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係

書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

八

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必

要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指
導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

九

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
十
号

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
事
業
所
の
事
務
担
当
者
」
を
「
事
務
担
当
者
（
当
該
文
書
に
係
る
事
案
を
担
当
す
る
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
当
該
主
務
課
」
を
「
部
又
は
事
業
所
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項

中
「
庶
務
主
管
課
長
」
を
「
総
務
課
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
当
該
公
文
書
に
係
る
事
案
を

担
当
す
る
者
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
削
る
。

第
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の

も
の
」
を
「
収
受
の
処
理
が
必
要
と
認
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
本
局
」
を
「
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
部
等
」
を
「
部
又
は
事
業

所
」
に
、
「
庶
務
主
管
課
長
に
」
を
「
庶
務
主
管
課
長
又
は
事
業
所
の
長
に
」
に
、
「
関
係
庶
務
主
管

課
長
又
は
研
修
所
長
」
を
「
庶
務
主
管
課
長
又
は
事
業
所
の
長
」
に
、
「
記
入
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
「
記
載
し
、
受
領
し
た
職
員
名
を
文
書
授
受
簿
に
記
載
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
本
局
に
到
達
し
た
文
書
を
受
領
し
、
」
を
「
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
受
領
し
た
文
書
を
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
親
展
（
秘
扱
い
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
文
書
そ
の
他
」
を
「
局
長
又
は
局
宛
て
の
親
展
文
書
そ
の
他
」
に
、
「
封
を
切
ら
ず
に
」
を

「
封
筒
に
」
に
、
「
押
印
し
」
を
「
押
し
」
に
、
「
関
係
庶
務
主
管
課
長
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を

記
載
さ
せ
た
上
、
庶
務
主
管
課
長
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
に
規
定
す

る
以
外
の
文
書
は
、
開
封
の
上
、
収
受
印
を
押
印
し
」
を
「
書
留
扱
い
（
現
金
書
留
、
引
受
時
刻
証
明
、

配
達
証
明
、
内
容
証
明
、
代
金
引
換
及
び
特
別
送
達
の
取
扱
い
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
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二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業

者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
扱
い
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
局

長
が
定
め
る
も
の
に
よ
る
文
書
は
、
封
筒
又
は
文
書
の
余
白
に
収
受
印
を
押
し
」
に
、
「
関
係
庶
務
主

管
課
長
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
上
、
庶
務
主
管
課
長
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
及
び
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
金
券
、
郵
便
切
手
、
収
入
印
紙
そ
の
他
」
を
「
開
封
し
た
文
書
の

う
ち
、
現
金
、
金
券
そ
の
他
の
」
に
、
「
を
添
付
し
た
文
書
は
、
収
受
印
を
押
印
し
、
文
書
授
受
簿
に

必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
そ
の
」
を
「
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
処
理
を
す
る

ほ
か
、
封
筒
又
は
」
に
、
「
記
入
し
て
、
関
係
庶
務
主
管
課
長
に
配
布
す
る
こ
と
」
を
「
記
載
す
る
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
訴
訟
そ
の
他
の
文
書
で
」
を
「
開
封
し
た
文
書
の
う
ち
、
」
に
、
「
か
か

わ
る
も
の
は
、
そ
の
文
書
の
到
達
日
時
を
文
書
授
受
簿
に
記
入
の
上
、
収
受
印
を
押
印
し
、
文
書
授
受

簿
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
速
や
か
に
関
係
庶
務
主
管
課
長
に
配
布
す
る
こ
と
」
を
「
関
わ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
は
、
第
二
号
の
処
理
を
す
る
ほ
か
、
封
筒
又
は
文
書
の
余
白
に
到
達
日
時
を
記
載
す
る
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

局
長
又
は
局
宛
て
の
文
書
以
外
の
文
書
（
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
開
封
し

な
い
で
そ
の
ま
ま
庶
務
主
管
課
長
に
配
布
す
る
。

第
十
二
条
中
第
一
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

局
に
到
達
し
た
文
書
（
部
及
び
事
業
所
に
直
接
到
達
し
た
文
書
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
総

務
課
長
が
受
領
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
文
書
の
う
ち
局
長
又
は
局
宛
て
の
文
書
（
親
展

（
秘
扱
い
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
文
書
そ
の
他
開
封
を
不
適
当
と
認
め
る
文
書
を
除
く
。
）
を
開

封
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
文
書
及
び
」
を
「
文
書
並
び
に
」
に
、
「
（
事
業
所
に
あ
っ
て
は
そ
の

長
）
」
を
「
又
は
事
業
所
の
長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
直
接
収
受
し
た
局
長
宛
て
」
を
「
局
長

又
は
局
宛
て
の
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
直
接
収
受
し
た
」
を
削
り
、
「
総

務
課
長
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
、
「
受
け
（
」
の
下
に
「
前
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
総
務
課
長
が
収
受
印
を
押
印
し
た
も
の
及
び
」
を
加
え
、
「
事
務
担
当

者
）
」
を
「
、
事
業
所
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
課
長
代
理
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職

員
）
又
は
事
務
担
当
者
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前

条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
押
印
覧
」
を
「
押
印
欄
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
一
号

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通
局
規
程
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
、
廃
棄
」
を
「
及
び
廃
棄
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
公
印
を
」
の
下
に

「
組
織
の
改
廃
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

総
務
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
印
章
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、
特
に
保
存
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
裁
断
又
は
焼
却
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
公
印
取
扱
主
任
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
公
印
管
理
者
」
を
「
公
印
管
理

者
又
は
主
任
」
に
、
「
職
務
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及

び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

公
印
管
理
者
の
下
に
公
印
取
扱
主
任
（
以
下
「
主
任
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

主
任
は
、
公
印
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
、
公
印
管
理
者
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事

務
に
従
事
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
公
印
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
主
任
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
指

定
す
る
者
」
を
「
主
任
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
東
京
都
交
通
局
契
印
の
項
中
「
６
」
を
「
５
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。
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東
京
都
交
通

局
割
印

６

て
ん
書

長
径
二

十
六
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
短

径
十
三

ミ
リ
メ

ー
ト
ル

（
変
楕

円
形
）

一
般
文
書
割

印
用

番
号
１
か
ら

５
ま
で
及
び

６
の
２
か
ら

１５
ま
で
に
掲

げ
る
公
印
の

管
理
者

別
表
第
一
東
京
都
軌
道
事
業
主
任
技
術
者
印
の
項
か
ら
東
京
都
電
気
事
業
主
任
技
術
者
印
の
項
ま
で

を
削
る
。

別
表
第
二
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
ロ
中
「
使
用
前
自
主
検
査
」
の
下
に
「
及
び
溶
接
自
主
検
査
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を

同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

溶
接
自
主
検
査
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
自
主
検
査
を
い
う
。
）

第
二
条
第
十
一
号
中
「
事
業
者
検
査
」
を
「
定
期
自
主
検
査
」
に
、
「
定
期
事
業
者
検
査
」
を
「
自

主
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
法
定
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
、
「
及
び
事
業
者
検

査
」
を
「
、
溶
接
自
主
検
査
及
び
定
期
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
事
業
者
検
査
の
」
を
「
定
期
自
主
検
査
の
」
に
、
「
自
主
検
査
に
」
を
「
自
主

検
査
及
び
定
期
自
主
検
査
に
」
に
改
め
、
「
及
び
事
業
者
検
査
に
関
す
る
基
準
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
）

第
二
十
一
条
の
二

保
安
管
理
者
は
、
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
国
が
定
め
る
自
家
用
電
気

工
作
物
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
保
安
管
理
者
が
別

に
定
め
る
要
綱
に
基
づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
適
切
な
処
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
第
八
章

法
定
検
査
」
を
「
第
八
章

法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
法
定
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
定

検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
、
「
第
五
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
五
十
二
条
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
法
定
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
定
検
査
」
を
「
使
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用
前
自
主
検
査
及
び
定
期
自
主
検
査
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
は
、
溶
接
自
主
検
査
実
施
後
、
翌
年
度
六
月
末
ま
で
に
溶
接

自
主
検
査
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
結
果
を
所
管
官
庁
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前

項
の
審
査
を
受
け
る
際
に
、
溶
接
自
主
検
査
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
結
果
の
確
認
を
併
せ
て
受
け
る

こ
と
で
、
所
管
官
庁
へ
の
報
告
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
事
業
者
検
査
」
を
「
定
期
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。

別
図
中
「（

保
安
管
理
者
）

」
を
「（

保
安
管
理
者
）
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
責
任
者
）

」
に
、

「（
保
全
管
理
総
括
担
当
）
、
課
長
代
理
（
配
水
設
備
総
括
担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
給
水
管
理
所

長
）

」
を
「（

保
全
管
理
総
括
担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
配
水
設
備
総
括
担
当
）

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
工
作
物
の
設
置
箇
所
ご
と
の
部
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
の
欄
中
「
職
員
」
の

下
に
「
（
保
安
管
理
業
務
の
受
託
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
従
業
員
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定

す
る
事
業
者
検
査
及
び
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
法
定
検
査
と

し
て
行
っ
て
い
る
検
査
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都

水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定

す
る
定
期
自
主
検
査
及
び
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
法
定
自
主

検
査
と
み
な
す
。公

告

令
和
六
年
度
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度

製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈠

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十

七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る

製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し

て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
も
の

㈡

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
二
年

以
上
菓
子
製
造
業
（
菓
子
を
製
造
す
る
営
業
で
食
品
衛
生
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
て
営
む
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従

事
し
た
も
の

㈢

法
の
施
行
の
際
（
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
）
現
に

菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
（
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
菓
子
製
造
業
に
従
事

し
た
期
間
が
、
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
三
年
を
超
え
て
い
る

も
の
又
は
同
日
後
三
年
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の

㈣

沖
縄
の
復
帰
の
際
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
現
に
沖

縄
に
お
い
て
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
菓

子
製
造
業
に
従
事
し
た
期
間
が
、
沖
縄
の
復
帰
の
日
に
お
い
て

三
年
を
超
え
て
い
る
も
の
又
は
同
日
後
三
年
を
超
え
る
に
至
っ

た
も
の

な
お
、
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）

に
よ
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の

課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

二

試
験
科
目

衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学
、
栄
養
学

並
び
に
製
菓
理
論
及
び
実
技
。
た
だ
し
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
菓

子
製
造
に
係
る
一
級
若
し
く
は
二
級
又
は
パ
ン
製
造
に
係
る
特
級
、

一
級
若
し
く
は
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
製
菓
理
論

及
び
実
技
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
。

三

試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
六
年
六
月
十
五
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後

一
時
ま
で
（
製
菓
理
論
及
び
実
技
の
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け

る
者
は
、
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で
）

㈡

場
所

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
（
目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一

号
）

四

提
出
書
類

㈠

製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
兼
受
験
台
帳

㈡

卒
業
証
明
書
（
中
学
校
（
中
学
校
、
高
校
、
高
専
、
短
大
、

大
学
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
又
は
専
門
課
程
に
限

る
。
）
）
卒
業
以
上
の
も
の
。
一
㈠
に
該
当
す
る
者
は
、
製
菓

衛
生
師
養
成
施
設
の
卒
業
（
修
了
）
証
明
書
）

㈢

受
験
票

㈣

写
真
台
帳

㈤

写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
正

面
向
き
で
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の
）

㈥

受
験
票
送
付
用
封
筒
（
八
十
四
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）

㈦

領
収
証
書
（
受
験
手
数
料
納
付
後
の
も
の
）

㈧

製
菓
業
務
従
事
証
明
書
（
一
㈠
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

㈨

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四

号
）
に
よ
る
菓
子
製
造
に
係
る
一
級
若
し
く
は
二
級
又
は
パ
ン

製
造
に
係
る
特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
の
技
能
検
定
合
格
証

書
及
び
そ
の
写
し
（
製
菓
理
論
及
び
実
技
の
試
験
科
目
の
免
除

を
受
け
る
者
に
限
る
。
）

な
お
、
現
在
の
氏
名
が
㈡
、
㈧
又
は
㈨
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て

い
る
氏
名
と
相
違
す
る
場
合
は
、
氏
名
の
変
更
を
確
認
で
き
る
戸

籍
抄
（
謄
）
本
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
験
手
数
料

九
千
五
百
円

六

受
験
願
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所
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㈠

一
般
郵
送
受
付

令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
曜

日
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

㈡

団
体
窓
口
受
付
（
五
名
以
上
）

令
和
六
年
四
月
四
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
十
日
（
水
曜

日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
（
郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東

京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
）

七

合
格
発
表

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
（
東
京

都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て

発
表
す
る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
都
保
健
医
療
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https:／／w

w
w
.hokeniryo.m

etro.tokyo.lg.jp

／index.htm
l

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

八

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
用
紙
は
、
平
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
保
健
医
療

局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
、
都
内
各
保
健
所
及
び
島
し
ょ
保

健
所
各
出
張
所
（
支
所
を
含
む
。
）
並
び
に
利
島
村
、
御
蔵
島

村
及
び
青
ケ
島
村
の
各
村
役
場
並
び
に
新
島
村
役
場
式
根
島
支

所
に
お
い
て
、
令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三

十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
配
布
す
る
。

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
に
つ
い
て
は
、
東
京
観
光
情
報

セ
ン
タ
ー
都
庁
本
部
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
一
階
北
側
）
に

お
い
て
、
令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日

（
火
曜
日
）
ま
で
配
布
す
る
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
記
健
康
安
全
課
（
電
話
〇
三
（
五
三

二
〇
）
四
三
五
八
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
武
渋
谷
店

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
二
十
一
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

松
竹
映
画
劇
場
株
式
会
社
ほ
か
二
名

四

意
見

ア

聴
取
者

渋
谷
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
八
日
か
ら
同
年
四
月
八
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

渋
谷
神
南
共
同
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
神
南
一
丁
目
三
十
三
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
丸
井
ほ
か
十
五
名

四

意
見

ア

聴
取
者

渋
谷
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
八
日
か
ら
同
年
四
月
八
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
幹
線
街
路

放
射
第
三
十
二
号

線

墨
田
区
錦
糸
三
丁
目
、

錦
糸
四
丁
目
、
太
平

三
丁
目
、
太
平
四
丁

目
、
横
川
三
丁
目
及

令
和
五
年

十
一
月
三

十
日
関
東

地
方
整
備

第
五
建

設
事
務

所
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び
横
川
四
丁
目
地
内

局
告
示
第

二
百
二
十

九
号

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
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